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Ⅰ．第２回福岡市バリアフリー推進協議会における主な意見要旨等 

     

平成 24 年 11 月 5 日に開催した協議会における意見により修正した項目は、そ

の後、平成 25 年 1 月に実施したパブリック・コメントにおいて、反映済みです。 

 

№ 
分
類 

意見の要旨 意見への対応と考え方 

1 

■エスコートゾーンについて、本

文では“エスコートゾーン設置

の検討を進めます。”（23 頁）

としているが、進行のスピード

が遅いのではないか。設置が望

まれる道路は、大きな道路や歩

者分離の交差点である 

【本文 23 ページ】 

○原案どおり 

エスコートゾーンは音響信号機とセットで設

置することが望ましいため、福岡県警察とも

協議して、ご要望があれば対応していくこと

としています。福岡県内のエスコートゾーン

は５か所程度です 

 

○また、別途実施するまち歩きの中でも、エス

コートゾーンの設置が必要な道路などにつ

いて、意見をお聴きしていくこととします 

 

 

 

2 

■75 頁の生活関連経路の地図を

見ると、百道浜地区や藤崎地区

と異なり、姪浜地区はエリアが

狭く入り組んでいる。もっと大

きな道路を境界にして地区設

定してほしい 

【関連資料 75 ページ】 

○原案どおり 

重点整備地区は、生活関連施設相互を結

ぶ経路の整備を行うよう設定することから、

生活関連施設の配置状況に応じて地区の

大きさや形はそれぞれ異なりますので、ご

理解をお願いします 

 

 

 

3 

ハ
ー
ド
面
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 ■まち歩き（平成 24 年 10 月

18 日実施）の結果を見ると利

用者本人が気づいた項目にと

どまっているようだ。 

実際には、本人も気づいていな

いバリアがある。例えば、本人

が、無意識のうちに、仕方ない

と思っているバリアについて

は、本人以外の者が、本人の様

子を観察してバリアに気づい

てやる必要がある。まち歩きに

おいては、気づくことへの配慮

も求められる 

 

 

 

○今後、実際にまち歩きを実施していくにあた

り、参考にさせていただきます 



№ 
分

類 
意見の要旨 意見への対応と考え方 

4 

ソ
フ
ト
面
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 

■「情報保障」の記述が（2）移動

支援の推進の中（33 頁）にある

ことに違和感がある。情報保障の

記述は、（2）移動支援の推進か

ら独立させて、施策体系を修正し

たらどうか 

 

※施策体系・案 

ソフト面のバリアフリー化 

  ├「心のバリアフリー」の推進

  ├移動支援の推進 

  └情報の保障 

 

 

■移動を支援していく中で情報を

保障することが必要であると理

解したので、（2）移動支援の中

にあっても違和感はない 

 

 

 

■移動における情報保障は、外出す

る前の情報収集から始まってい

る。出かける前の情報も情報保障

に含まれる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■車椅子対応の路線バスの時刻表

がわからない。出かける前の情報

として必要である 

【本文 33、28 ページ】 

○以下のとおり修正します。 

  

33 ページの「情報保障」の段落を、28 ペ

ージの「ソフト面のバリアフリー化」の序文

に移動し、ソフト面の取組み全体にかか

る留意事項として記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○外出する前の情報としては、現在、福岡

市のホームページにおいて「福岡市バリ

アフリーマップ」※1 を情報提供していま

す。今後は、市民参加も得てマップを更

新するなど、市民がバリアフリー化促進

に協力し支え合う仕組みづくりを検討して

いきます 

 

 ※1）福岡市バリアフリーマップ 

     高齢者、障害者、乳幼児連れの人

等が利用する市内施設のバリアフ

リー設備やソフト面のサービス情報

を掲載したもの。掲載数は 956 施設

 

 

 

○バス事業者においては、全便スロープ付

き車両で運行している路線は、バス停

やインターネットの時刻表に「車椅子

マーク」を表記しており、その他の路

線については、電話によるお問い合わ

せによりご案内しているとのことです 
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№ 
分
類 

意見の要旨 意見への対応と考え方 

5 

ソ
フ
ト
面
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 

■知的障がい者で公共交通機関を

利用している人は約３割と少な

い。特別支援学校などでは専用の

送迎バスを運行しているが、普通

に路線バスを利用して出かける

ことができるよう環境整備する

など、今後は、障がい当事者の力

を引き出していくことが重要に

なってきている。当事者本人の力

を引き出す取組みについても記

述があればよい 

 

【本文 29～30 ページ】 

○ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修

正し、パブリック・コメントを実施していま

す。 

“また、高齢者や障がいのある人な
どが、その能力を最大限発揮し社会
参加していくことの重要性に鑑み、
「実践」の取組みにおいては当事者
参画に配慮し、その意見や実情を踏
まえたバリアフリー化促進を図るこ
とで、障がいのある人などの力を引
き出し、自立した日常生活を確保し
ていくことが重要です。” 

 
 参考：修正の趣旨 
   バリアフリー化促進を図る実践の取組

みを進める上で、支援する側だけでな

く、当事者本人も参画することにより、

障がいのある人の実情に応じたバリア

フリー化が促進され、結果として、障が

いのある人などが、自立した日常生活

を送り、自立したその能力を発揮する

ことにつなげていくことが重要である。 

 

【本文 31 ページ】 

○29 ページの修正に合わせて、以下のとお

り修正し、パブリック・コメントを実施して

います。 

「実践」の対象に、“高齢者や障がいの
ある人等をはじめとする利用当事
者”を加えます。 

 

6 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
支
援
と
進
行
管
理 

■インセンティブの文章（34 頁）

を次のとおり修正されたい。 

 “…国の支援制度を活用し、”を

“…国の支援制度も活用し、”に

改め、福岡市の主体性を表現した

方がよい 

 

【本文 34 ページ】 

○ご意見のとおり修正し、パブリック・コメン

トを実施しています。 
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Ⅱ．市民意見募集結果 

 

１．市民意見募集概要 

 

（1） 募集期間 

        平成 25 年１月４日（金）から平成 25 年 2 月 4 日（月） 

 

  （２） 閲覧・配付場所 

       福岡市役所本庁舎（情報プラザ、情報公開室、保健福祉局政策推進課） 

       区役所等（各区役所、入部出張所、西部出張所、市民福祉プラザ） 

       なお、上記の場所には、視覚に障がいのある方への対応として、点字資料、

音声読み上げＣＤ及びカセットテープを準備した 

 

  （３） 説明会の開催 

       ・平成 25 年 1 月 10 日（木）午前 10 時から午前 11 時半 

       ・平成 25 年 1 月 12 日（土）午前 10 時から午前 11 時半 

 

  （４） 回答方法 

       閲覧・配付場所での書面受取り、郵送、ファクシミリ、電子メール 

 

  （５） 提出数及び意見件数 

       ２５団体・個人 ６６件 

 

（６）意見集計結果 

 

     意見への対応 

区分 
意見数 修正 原案通り その他 

第 1 総論 ５ １ ２ ２ 

ハード面の 

バリアフリー化 
２２ ０ ２０ ２ 

ソフト面の 

バリアフリー 
２６ １ ２０ ５ 

第
２ 

各
論 バリアフリー化の 

支援と進行管理 
４ ０ ２ ２ 

その他 ９ ０ ０ ９ 

合計 ６６ ２ ４４ ２０ 
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２．主な市民意見の要旨及び意見への対応と考え方 

 

№ 
本
編
の

ペ
ー
ジ 

分
類 

市民意見の要旨 意見への対応と考え方 

【修正】 

1 7 

施設相互の連携は官民も必

要だが、官官も必要ではない

か。 

 

ご意見ありがとうございます。 

「③バリアフリー推進に関する現状と課

題」の課題の欄について，次のとおり修正

します。 

〔修正前〕■施設設置管理者相互の連

携、官民共働による取組み

の推進 

〔修正後〕■官民共働、公共施設相互の

連携による取組みの推進 

 

【計画（案）どおり】 

2 12 

総 
 

 

論 信号機の整備率が１００％

となっているが、高齢者や障が

いのある人にとっては、歩行者

用青信号の時間が重要である。

横断歩道の途中で立ち往生す

ることがないよう、道路管理者

は各警察署と十分に協議を行

い、不安の解消に取り組んでほ

しい。  

ご意見ありがとうございます。 

信号機に関するご意見については、警

察本部担当課等と連携して取り組んでま

いります。 

ご意見は今後の参考とさせていただき

ます。 

【計画（案）どおり】 

3 19 

既存施設にスロープを設置

する場合、こう配は極力ゆるや

かにするよう指導をお願いし

たい。 

ご意見ありがとうございます。 

スロープにつきましては、整備する際

の基準を定めており、既存施設のバリア

フリー化にあたっては，可能な限り基準

に合わせた整備を行うよう努めることとし

ております。 

ご意見は今後の参考とさせていただき

ます。 

 

【計画（案）どおり】 

4 21 

ハ
ー
ド
面
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 

バスの利用環境については、

車道と歩道の間のブロックや

段差で、ノンステップバスの機

能を活かせないバス停も多々

あるように思う。また、その性

能を活かしきれない運転手も

いると思う。バス停の整備、人

材の育成が課題である。 

ご意見ありがとうございます。 

福岡市においては、バス事業者と連携

し、乗降しやすい歩道整備、バス停にお

ける上屋やベンチの設置など、バス利用

環境の改善を図ることとしています。 

また、バス事業者にあっては、乗務員

研修などを実施し、お客様満足度の向上

に努めています。 

ご意見は今後の参考とさせていただき

ます。 
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№ 
本
編
の

ペ
ー
ジ 

分
類 

市民意見の要旨 意見への対応と考え方 

【計画（案）どおり】 

5 23 

歩道を車いすで利用してみ

ると縁石の小さな段差にタイ

ヤがつまずいたり、傾斜があっ

て車いすが道路側に足を取ら

れてしまうなど、危ない場面が

多々ある。整備後の状態を障が

い者目線で実際に使ってみれ

ば、不備が分かるのではと思

う。 

ご意見ありがとうございます。 

生活関連経路等については、必要に

応じて利用当事者の方の参加による、ま

ち歩きを行い整備内容等を検討していく

こととしております。 

ご意見は今後の参考にさせていただき

ます。 

 

 

 

【計画（案）どおり】 

6 23 

視覚障がい者にとって、歩道

と車道との区別は最も重要で

ある。段差２ｃｍの遵守をこの

計画（案）の中に反映させると

ともに、条例（事務局・注；福

岡市移動等円滑化のために必

要な道路の構造の基準を定め

る条例）に書き込むべきと考え

る。 

 ご意見ありがとうございます。  

 本計画（案）は、バリアフリー化の取組

みの方向性等を定めるもので、個別具体

的な整備基準については、記載していま

せんのでご理解願います。 

なお，交差点部における歩道と車道の

段差は，２ｃｍを標準とし，また２ｃｍ以下

とする必要性が生じた場合には，高齢

者，障がい者等に配慮した道路整備を行

ってまいります。 

 

 

 

【計画（案）どおり】 

7 25 

ハ
ー
ド
面
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 

福岡市公園条例の整備基準

への適合を待つことなく、既設

公園の出入り口の段差解消は

スロープを設置する事で、すぐ

にでも入園可能な所もある。但

し、車いす使用者のためには、

車両進入ストッパーの撤去が

必要な所もある。 

ご意見ありがとうございます。  

 既設公園の段差の解消については、こ

れまでもスロープ設置等による施設改良

を行ってきました。今後も、引き続き、段

差の解消等のバリアフリー化に取り組ん

でいきます。 
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№ 
本
編
の

ペ
ー
ジ 

分
類 

市民意見の要旨 意見への対応と考え方 

【計画（案）どおり】 

8 28 

心のバリアフリーについて

は、当事者が参加できる具体的

な取組みがない。バリアフリー

表彰についても当事者が表彰

されるべき取組みが必要。健常

者目線に偏っている。当事者だ

からわかる不便さ、便利さを意

見募集し基本計画に取り入れ

る事は、一番の近道だと思う。

ご意見ありがとうございます。 

本計画(案)の作成にあたっては、高齢

者や障がいのある人などを対象に、アン

ケートやヒアリングを行ってきたところで

す。また、「心のバリアフリー」実践の取組

みにおいても当事者参画について記述し

ています。なお、表彰の対象者について

も当事者が含まれるものと考えておりま

す。 

ご意見は今後の参考にさせていただき

ます。 

 

【計画（案）どおり】 

9 29 

車いす用スペースの駐車場

に一般の方の駐車がしばしば

見受けられるので、許可証等の

掲示を義務づけて駐車するよ

うにしてはどうか。 

ご意見ありがとうございます。 

公共施設や商業施設などに設置されて

いる車いす使用者用駐車スペースには，

「利用対象者ではない健常者等が駐車

し，本来必要とする方が駐車できない」等

の問題があったため，平成 24 年 2 月 15

日から，福岡県において「ふくおか・まごこ

ろ駐車場」制度を開始しています。この制

度は，障がい者や高齢者，妊産婦の方な

どに「利用証」を交付し，車内に掲示して

駐車場の適正利用を図るものです。 

この制度の普及・広報について，福岡

県とも連携して取り組んでいきます。 

 

【修正】 

10 33 

ソ
フ
ト
面
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 

ポスターやチラシ等にバリ

アフリー設備があることを告

知してもらうと、障がいのある

人や高齢者が観光地やイベン

トに行く時に安心して出かけ

る事ができる。 

ご意見ありがとうございます。 

「（２）移動支援の推進 ②取組みの方

向性 ウ外出に関する情報」について，下

線のとおり加筆します。 

 

 “安心して外出することができるよう

に、外出先の施設のバリアフリー設備

やサービス内容などの情報を「福岡市

バリアフリーマップ」として提供していく

ほか、行事開催時におけるバリアフリ

ー設備情報等の広報について取り組み

ます。” 
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№ 
本
編
の

ペ
ー
ジ 

分
類 

市民意見の要旨 意見への対応と考え方 

【計画（案）どおり】 

11 33 

ソ
フ
ト
面
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 

バス停で音声案内がないと

ころがある。視覚障がい者が、

情報障がい者にならないよう

見直してほしい。 

ご意見ありがとうございます。 

バス事業者においては、バス停周辺に

お住まいの方への配慮から車外アナウン

スを行っていないバス停について、従来よ

りバス運転士が白杖を持った方や盲導犬

を連れた方をバス停で確認した場合に

は、アナウンスを行うようにしていました

が、より確実にご案内できるよう、平成 24

年９月より、バス停に啓発ステッカーを貼

り、改善の取り組みを進めているところで

す。 

 

 

 

【計画（案）どおり】 

12 34 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
支
援
と
進
行
管
理 

福岡市は、バス事業者自らが

公的助成に頼らずにノンステ

ップバス導入を拡大するよう

要求してほしい。また、導入率

の年度計画を出してほしい。 

ご意見ありがとうございます。 

福岡市においては、公的助成の活用と

あわせ，事業者による導入促進が図られ

るよう働きかけを行ってまいります。 

 また、導入率については、福岡市バリア

フリー推進協議会において定期的に進行

管理を行ってまいります。 

 

 

 


